
滝川労働基準監督署

当署管内において、令和４年５月７日に、トラックの荷台
から墜落する重大な労働災害が発生しました。
当該労働災害の発生状況等につきましては、下記「災害発

生状況」のとおりであり、詳細については調査中です。
現在行われている作業について、安全管理体制の整備・安

全な作業方法の確立・機械設備関係の安全確保・保護具の着
実な使用・安全衛生教育の充足等について今一度確認の上、
労働災害防止対策を徹底してください。

災害発生状況等
被災者は、トラック（最大積載量

21.9トン）に積載していた荷（牧
草ロール）を固定していたロープを
締め直すため、荷台又は荷の上に上
り作業していたところ、地面に墜落
したと推定される。
被災者は、頭部を強く打ち、重傷

となっている。

発生原因
・墜落防止措置を講じずに、荷台上
等からの墜落により危険を及ぼす
おそれがある箇所で作業を行った
こと。

・保護帽を着用せずに荷台又は荷の
上でロープを締め直す作業を行っ
たこと。

防止対策
・ロープ掛けやシート掛けの作業等は、地面又はできるだけ高さが低い場所で
作業を行うこと。やむを得ず荷の上などの高所で作業する際は、要求性能墜
落制止用器具を使用させるなどの墜落防止措置を講じること。

・トラックの荷台や荷の上でロープの締め直し等の作業を行うときには、墜落
による危険を防止するため、保護帽を着用させること。
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北海道労働局のホームページに滝川労働基準監督署からのお知らせとして、当署で作成したリーフ
レット等を掲載しています。以下から閲覧できますのでご活用ください。
北海道労働局ＨＰ（ホーム）＞ニュース＆トピックス＞労働基準監督署からのお知らせ＞滝川労働基
準監督署からのお知らせ（https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/news_topics
/kantokusho_oshirase_0005_07.html）

・使用の制限
最大積載量その他の能力を超えて使用しな

いこと。

・昇降設備＊

貨物自動車に荷を積む作業（ロープ掛け、
シート掛けの作業を含む）、荷を卸す作業
（ロープ解き、シート外しの作業を含む）を
行うときは、作業に従事する労働者が床面と
荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するた
めの設備を設けること。

・積卸し
１つの重量が100kg以上のものを積卸しす

る際は、作業指揮者を定めて下記の事項を行
わせること。
①作業手順及び手順ごとの作業方法を決定し、
作業を直接指揮すること。

②器具及び工具を点検し、不良品を取り除く
こと。

③作業を行う箇所に関係労働者以外の労働者
を立ち入らせないこと。

④ロープ解き・シート外しの作業を行う際、
荷台上の荷の落下の危険がないことを確認
した後作業の着手を指示すること。

⑤昇降設備及び保護帽の使用状況を監視する
こと。

・荷台への搭乗制限
荷台にあおりのない貨物自動車を走行させ

るときに、荷台に労働者を乗車させないこと。

・中抜きの禁止
荷を卸す作業を行う際、荷の中抜きをしな

いこと。

・保護帽の着用＊

荷の積卸し作業を行うときは、労働者に保
護帽を着用させること。

・点検及び補修
作業を開始する前に、貨物自動車の装置の

機能、車輪、ライト等の点検を行い、異常を
認めたときは補修等必要な措置を講じること。

・高所作業時の墜落防止措置
荷台や荷の上など、墜落により労働者に危

険を及ぼすおそれのある箇所で作業する場合
は、作業床を設けた
り、要求性能墜落制
止用器具を使用した
りするなど、墜落防
止措置を講じること。

（労働安全衛生規則一部抜粋）

＊：最大積載量が５トン以上の貨物自動車

保護帽を着用していない

墜落防止措置を
講じていない

昇降設備を設けていない
（改善を要する例）


